
　

刑
法

　

　平
成
二
八
年
一
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
五
・
六
・
一
九
法
四
九
）

本
則
一
条
（
平
成
二
八
・
六
・
一
八
ま
で
に
施
行
）

（
執
行
猶
予
）

第
二
五
条
①
　
次
に
掲
げ
る
者
が
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
五

十
万
円
以
下
の
罰
金
の
言
渡
し
を
受
け
た
と
き
は
、
情
状
に
よ
り
、
裁
判

が
確
定
し
た
日
か
ら
一
年
以
上
五
年
以
下
の
期
間
、
そ
の
執
行
を
猶
予
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二
　（
略
）

②
　
前
に
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
そ
の
執
行
を
猶

予
さ
れ
た
者
が
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
言
渡
し
を
受
け
、
情
状
に

特
に
酌
量
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
に
付
せ
ら
れ
、
そ
の
期
間
内
に
更

に
罪
を
犯
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
保
護
観
察
）

第
二
五
条
の
二
①
　（
略
）

②
　
保
護
観
察
は
、
行
政
官
庁
の
処
分
に
よ
っ
て
仮
に
解
除
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

③
　
保
護
観
察
を
仮
に
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び

第
二
十
六
条
の
二
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
処
分
を
取

り
消
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
保
護
観
察
に
付
せ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み

な
す
。

（
執
行
猶
予
の
必
要
的
取
消
し
）

第
二
六
条
　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を

取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
の
場
合
に
お
い
て
、

猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
が
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
る
と
き
、
又
は
次
条
第
三
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一
　
猶
予
の
期
間
内
に
更
に
罪
を
犯
し
て
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
刑
に
つ
い
て
執
行
猶
予
の
言
渡
し
が
な
い
と
き
。

二
　
猶
予
の
言
渡
し
前
に
犯
し
た
他
の
罪
に
つ
い
て
禁
錮
以
上
の
刑
に
処

せ
ら
れ
、
そ
の
刑
に
つ
い
て
執
行
猶
予
の
言
渡
し
が
な
い
と
き
。

三
　（
略
）

（
執
行
猶
予
の
裁
量
的
取
消
し
）

第
二
六
条
の
二
　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡

し
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二
　（
略
）

三
　
猶
予
の
言
渡
し
前
に
他
の
罪
に
つ
い
て
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら

れ
、
そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
こ
と
が
発
覚
し
た
と
き
。

（
他
の
刑
の
執
行
猶
予
の
取
消
し
）

第
二
六
条
の
三
　
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
禁
錮
以
上
の
刑
の
執
行
猶
予
の
言

渡
し
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
執
行
猶
予
中
の
他
の
禁
錮
以
上
の
刑
に
つ

い
て
も
、
そ
の
猶
予
の
言
渡
し
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
猶
予
期
間
経
過
の
効
果
）

第
二
七
条
　
刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
猶
予
の

期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
刑
の
言
渡
し
は
、
効
力
を
失
う
。

第
二
七
条
の
二
―
第
二
七
条
の
七
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

（
仮
釈
放
の
取
消
し
）

第
二
九
条
①
　（
略
）

新
②
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

②
　
仮
釈
放
の
処
分
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
釈
放
中
の
日
数
は
、
刑
期
に

算
入
し
な
い
。（
改
正
後
の
③
）
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